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　平成28年度は、パートナー事業者のご協力のおかげをもちまして、知立市へお寄せいただいた寄附金は1億円を
こえることができました。ご協力いただき、誠にありがとうございました。
　引き続き平成29年度におきましても、「ふるさと納税制度」の促進と地域産業の活性化を図ることを目的に、寄
附者へお贈りする返礼品を提供いただける、ふるさと応援（ふるさと納税）寄附金パートナー事業者を募集します。

ふるさと応援寄附金を通じ、自社、商品の PRをすることができます
　ふるさと納税を扱うポータルサイトなどに商品の画像、商品名、事業者名が掲載されます。寄附者への返礼
品発送時にパンフレットを同封することで PRが可能です。（パンフレットの同封は、返礼品発送時の同封のみ
に限ります。）

❶ 応募要件について（一部抜粋）
① 市内に事業所等がある法人または個人事業者等であること
② 市税の滞納がないこと
③ 代表者等が暴力団等の構成員等でないこと　等です

❷ 返礼品の条件について
市内で生産、製造、加工される商品または市内でサービスが提供されるもの
もしくは、知立市にゆかりのある品と認められるもの
提供期間は平成29年4月1日～平成30年3月31日としますが、季節限定の品でも可能です！

返礼品の区分は1商品あたり3,500円、7,000円、10,500円と、3,500円ごとの区分で、50万円を上限とします。
（税、商品梱包、送料※1等、諸経費を含む）

※1 送料は実際の送付先に関わらず、中国地方に送付したものとして一律で計算、精算します。
　　（サイズ・冷蔵等の区分による料金差は加算しますが、地域区分による料金差分は加算しません）

❸ 申込み方法について
「平成29年度知立市ふるさと応援寄附金パートナー事業者申込書」を財務課財政係（市役所4階24番窓口）
まで提出してください。
① 応募いただいた商品の内容によっては、詳しい内容をお尋ねすることがありますので、ご承知ください。
② 返礼品の認定は知立市が行い、後日結果をお知らせします。
③ 返礼品として認定された場合は、商品エントリー料※2として1商品あたり5,000円の負担をいただきます。
※2   エントリー料は年度毎に必要です。途中辞退等により商品を提供しなくなった場合等であってもエント
リー料はお返しすることはできません。

❹ 注意事項について
① パートナー事業者の要件に適合しなくなった場合は、パートナー事業者の認定を取り消します。
　 この場合であっても、エントリー料をお返しすることはできません。
② 返礼品の品質・手配等について責任を持ち、苦情等があった場合は真摯に対応してください。
③ 提供いただく商品・サービスは各種法令を遵守し、安心安全に配慮していることが必要です。
　 この確認のため、各種証明書等指定する書類を提出していただく場合がありますので、ご協力ください。
④ 商品の発注・代金の精算等については、市が指定する委託業者を通じて行います。

　応募には所定の要件を満たす必要があります。詳しくは、知立市のホームページおよび財務課窓口で配布し
ている「知立市ふるさと応援寄附金パートナー事業者募集要項」をご覧ください。

▶問合せ　財務課　財政係（市役所4階24番窓口　☎95-0146）

“ふるさとチョイス”
から知立市を検索
するっぴ！

平成29年度
知立市ふるさと応援寄附金 パートナー事業者を募集します！


